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１． 組織の概要

1-1　事業所名

・有限会社　榊原商店

1-2　所在地

・本社 〒311-2424 茨城県潮来市潮来７１６６番地

・潮来営業所 〒311-2424 茨城県潮来市潮来７１６６番地

TEL：0299-63-1726　　FAX：0299-63-1728

・神栖営業所 〒314-0111 茨城県神栖市南浜３番地１２１

TEL：0299-90-5383　　FAX：0299-90-5387

・代表者名 代表取締役　榊原　勝男

環境管理統括責任者

・環境管理責任者 榊原　広 0299-90-5383

・ＥＡ21担当者 村田　実 0299-63-1726

1-3　事業活動の内容

・リサイクル（古紙、缶、ペットボトル、発泡スチロール）

・一般廃棄物収集運搬事業（生活系委託一般廃棄物、事業系一般廃棄物）

・産業廃棄物収集運搬業（産業廃棄物、特別管理産業廃棄物）

1-4　取得許可一覧表（一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業）

・別紙

1-５　事業の規模

・法人設立年月日 平成４年１２月１８日（個人創業：昭和３６年４月１日）

・資本金 ６３０万円

・売上高 ８７４百万円（税抜）（２０２２年８月３１日）

・従業員 ８４名（パートタイマーアルバイト０名含む）

・床面積 潮来営業所 事務所 55.69㎡ 倉庫作業場 401.46㎡ 敷地面積 4091.27㎡

神栖営業所 事務所 39.74㎡ 倉庫作業場 819.58㎡ 敷地面積 3337.91㎡

95.43㎡ 1221.04㎡ 7429.18㎡

・施設の状況 （収集運搬車）

貨物 1台 保冷車 5台 ﾀﾞﾝﾌﾟ車 2台

乗用 1台 ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ車 7台 塵芥車 61台

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ １０台 産業建設ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ２台 ｱｰﾑﾛｰﾙ車 ３台

（古紙梱包機器） （ｽﾁﾚﾝ溶融固化） バン ７台

ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾍﾞｲﾗｰ 2台 ｽﾁﾚﾝ溶融固化器 2台

缶ﾌﾟﾚｽ機 4台

・取扱実績（2021年9月～2022年8月）

古紙 ｔ

産業廃棄物（特管含む） ｔ

一般廃棄物（生活系・事業系合計） ｔ

・ 各種料金 見積りに寄ります（各種諸条件により異なります）。

問い合わせ先（潮来営業所）

1-6　実施体制

・別紙

合計

19,253.00

1,434.50

7,838.82
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1-4.取得許可一覧表

作成日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ21事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

（市・町・組合） （廃棄物の種類）

茨城県 令和2年05月11日 令和7年03月27日
産業廃棄物収集運搬業
第00801029201号

燃え殻(※7)､汚泥(※5)(※7)､廃油(※5)､廃プ
ラスチック類(※1)(※3)(※6)､紙くず､木く
ず､繊維くず､動植物性残さ､金属くず(※
1)(※6)､ガラスくず・コンクリートくず及び
陶磁器くず(※1)(※3)(※6)､がれき類(※3)。
以上１１種類
(※）記載品目については、(※1)自動車破砕
物を除く、(※3)石綿含有産業廃棄物を除
く、(※5)水銀使用製品産業廃棄物を除く､
(※6)水銀使用製品産業廃棄物を含む､(※7)
水銀含有ばいじん等を除く)

許可権者 事業範囲

（都・県） 許可年月日 許可有効期限日 事業区分

茨城県（特別管理） 令和4年01月17日 令和8年09月26日
産業廃棄物収集運搬業
第00851029201号

感染性産業廃棄物｡以上1種類

東京都 令和3年06月04日 令和8年06月03日
産業廃棄物収集運搬業
第13-00-029201号

燃え殻

千葉県 令和2年11月30日 令和7年11月21日
産業廃棄物収集運搬業
第01200029201号

汚泥､廃油､廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(水銀使用製品産業
廃棄物を含み､自動車等破砕物を除く)､紙く
ず､木くず､繊維くず､動植物性残渣､金属く
ず(水銀使用製品産業廃棄物を含み､自動車
等破砕物を除く)､ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及
び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含
み､自動車等破砕物を除く)､がれき類｡（こ
れらのもののうち特別管理産業廃棄物であ
るものを除く。）

潮来市 令和3年04月01日 令和5年03月31日
一般廃棄物収集運搬･業務委託
潮来市指令第21(収)-5号

事業系ごみ収集運搬

鹿嶋市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
鹿廃対指令第10号

事業系ごみ収集運搬

成田市
(成田国際空港内を除く)

令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
成田市指令第796号の18･許可番号第34号

事業系ごみ収集運搬

神栖市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
指令第2号

事業系ごみ収集運搬

行方市 令和3年04月01日 令和5年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
3行環指令第18-1号

事業系ごみ収集運搬

鉾田市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
鉾田市指令第19号

事業系ごみ収集運搬

牛久市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
牛久市指令第1060号

事業系ごみ収集運搬

龍ヶ崎市 令和3年10月01日 令和5年09月30日
一般廃棄物収集運搬業
龍ヶ崎市指令令3環第172号

事業系ごみ収集運搬

河内町 令和3年04月01日 令和5年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
河内町指令第4号

事業系ごみ収集運搬

石岡市 令和3年04月01日 令和5年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
石岡市指令生第490号

事業系ごみ収集運搬

江戸崎地方衛生土木組合 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
江衛土指令第4-9号

事業系ごみ収集運搬

小美玉市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
小美玉市環境指令第17号

事業系ごみ収集運搬

香取市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
香取市指令第1688-4号

事業系ごみ収集運搬

銚子市 令和4年04月01日 令和6年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
銚子市生指令第71号
許可番号第Ａ02040101号

事業系ごみ収集運搬

多古町 令和3年04月01日 令和5年03月31日
一般廃棄物収集運搬業
多古町指令第567号-10
許可番号第10号

事業系ごみ収集運搬

古物商許可証
変更届出書

平成11年07月02日
平成28年07月11日

第40113000852号 古物区分全般取扱

茨城県廃棄物再生事業者登
録

平成05年11月02日 登録番号2001 古紙・空き瓶
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作成日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ２１事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

承認者：環境管理統括責任者

　　　　代表取締役　榊原　勝男

環境管理責任者より環境目標
の実施､維持の指示を受け両
営業所に計画を提案し実績報
告を受ける

事務局
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ﾟ
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ﾄ
ﾎ
ﾞ
ﾄ
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縮
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収
集
運
搬
業
務

一
般
廃
棄
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の
収
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搬
･
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績
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と
縮
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村田実・榊原美由紀

古
紙
リ
サ
イ
ク
ル

そ
の
他
有
価
物
リ
サ
イ
ク
ル

古
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の
回
収
・
圧
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(

機
器
の

電
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理
､
実
績
の
報
告
､
縮
減
の
提

案

)

潮来営業所所長

榊原　康郎

営業所内の計画の周知､実績報
告､縮減の提案等の取りまとめ､

1-6.実施体制

環境管理責任者

環境目標の実施､維持を確実にし環境管理統括責任
者に改善の提案､実施後の報告をする

取締役　榊原　広

環境管理統括責任者

代表取締役　榊原　勝男

環境目標の設定､全体の評価及び見直し

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
務

事
　
　
　
　
　
　
　
務

古
紙
リ
サ
イ
ク
ル

そ
の
他
有
価
物
リ
サ
イ
ク
ル

神栖営業所所長

榊原　広（兼務）

営業所内の計画の周知､実績報
告､縮減の提案等の取りまとめ､

事
　
　
　
　
　
　
　
務

営
業
所
内
の
搬
入
･
搬
出
の
記
録
､
ｴ

ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞ

ｰ

の
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と
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績
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告

並
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に
縮
減
の
提
案
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２. 環境経営方針

【有限会社　榊原商店　環境経営方針】

2-1. 基本理念

2-2. 環境経営方針

(1)

(2)

① 二酸化炭素排出量の削減（軽油・電力・ガソリンの使用量）

② 分別等による再生資源の再資源化（古紙・缶・ペットボトル・スチレン・瓶）

③ 総排水量の削減

④ 受託した廃棄物の分別及び収集運搬における環境配慮

(3) この環境方針は、社内に掲示し全従業員に周知徹底を図るとともに、社内外に公表します。

有限会社　榊原商店

制定 ： 改訂日：2021年9月20日

制定 ： 改訂日：2022年9月20日

改訂 ： 作成者：EA21事務局　村田　実

改訂 ： 承認日：2022年10月31日

改訂 ： 承認者：環境管理責任者　榊原　広

改訂 ： 承認者：環境管理統括責任者

改訂 ： 　　　　代表取締役：榊原　勝男

改訂 ：

多様な事業活動により自然環境は大きく変化し二酸化炭素排出過多により地球温暖化、異常気象の発生
の元凶と言われています。当社は再生資源の回収と再資源化事業及び一般並びに産業廃棄物処理業がエ
コアクション２１に適合すべく役員および全職員が理解し取り組み自然環境改善を目指します。

経営における「課題とチャンス」を明確化し、事業活動、サービス活動に関わる環境関連法規・
規則・条例・協定を遵守し、環境経営の保全と向上を図ります。

2007年09月01日

2008年08月14日

環境経営目標策定のため事業活動から生じる以下の環境負荷物質低減の具体的数値目標を定め、
実施・評価・見直しを行い、必要に応じて改訂し継続的に発展させます。

2021年09月20日

2020年06月22日

2009年10月10日

2010年09月30日

2011年10月27日

2016年10月27日
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3． 環境経営目標

3-1. 取り組み項目

１．軽油使用量 ２．電力使用量 ３．ガソリン使用量

４．総排水量

3-2. 活動期間と目標

規準年度 2018年9月1日～2021年8月31日までの3年間の平均値を基準値とする。

目標期間 2021年9月1日から2024年8月31日

１．軽油使用量の１％削減 ２．電力使用量の１％削減 ３．ガソリン使用量の1％削減

４．総排水量の１％削減

3-3. 環境経営目標数値

排出係数

※ 化学物質PRTR含有物質は使用していないため対象外とします。

※

※

r04_coefficient_rev.pdf (env.go.jp)

PowerPoint プレゼンテーション (j-lpgas.gr.jp)
3-4. 参考資料

作成日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ21事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

廃プラ(ｽﾁﾚﾝ) トン 140.87 117.27

廃プラ(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) トン 171.00 264.19

瓶(ﾘﾀｰﾅﾙ) トン 188.59 129.96

古紙回収 トン 22,429.33 19,253.64

缶（ｱﾙﾐ･ｽﾁｰﾙ） トン 138.09 75.18

軽油の排出係数：2.56kg-CO2/L、ガソリンの排出係数：2.32kg-CO2/L

電力のCO2排出係数：0.502kg-CO2/kWh、電力について2021/4からエバーグリーンリテイリング㈱に変更

エバーグリーンの令和2年度実績調整後排出係数0.428kg-CO2

（基準年度は電力排出係数は丸紅新電力(株)令和2年度実績調整後排出係数　0.502kg-CO2/kWhを使用）

下記項目は、当社において回収・梱包・販売のためのリサイクル商品です。回収増量に努めることが環境負荷を軽減
すると共に当社売上増となる商品です。

単位 2018/09/01~2021/08/31平均値 2022/8/31 2023/8/31

電力 0.502 0
ｶﾞｿﾘﾝ 2.320

受託廃棄物の収集運
搬における環境配慮

ｋｍ／Ｌ 4.551 4.505 4.460

0.99 1.01 0.98 1.02

二酸化炭素排出量 kg-CO2 1,206,865 1,177,642 1,165,746

総 排 水 量 ㎡ 563.53 557.89 552.26

411,849 407,689

ガ ソ リ ン リットル 10,490 10,385 10,280

エ

ネ

ル

ギ
ー

消

費

量

購 入 電 力 ｋＷｈ 234,154 231,812 229,471
化

石

燃

料
軽 油 リットル 416,009

売 上 高 ( 実 績 ) 百万円 752 874

従 業 員 人 81 84

2022/8/31 2023/8/31

項 目 単位 基準年度 １％削減目標値 ２％削減目標値

　環境経営方針を踏まえ、軽油、電力、ガソリン、上水について、2018年9月1日から2021年8月31日までの3年間の平均値を
基準値とし、2021年度（2021年9月1日から2022年8月31日）の削減目標を設定した（それぞれ削減目標値に売上高の増減率
を乗じて目標値を設定）。

年度

2017/9/1 2021/9/1 2022/9/1

～ ～ ～

2021/8/31
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4． 環境経営活動計画

数値目標を達成するための取り組み

１． 総エネルギー投入量（二酸化炭素排出量）の削減（省エネに対する取り組み）

1-1　電力使用量削減について

蛍光灯ごとにスイッチを点けて不要な電力消費を抑止する

使用していない機器類の電源を切る。省エネモード設定機器の場合は切り替え設定を徹底する

冷房温度は２８度・暖房温度は２２度を適正温度として設定する

1-2　ガソリン・軽油使用量削減について

１ 収集運搬経路（ルート・交通渋滞の曜日や時間への対応）の見直し

２ 燃費効率の悪化した車両の交換をすすめる（ハイブリット車を優先購入）

３ エコドライブ実施の徹底

やさしい発進 過減速の少ない運転

エアコンの使用を控える アイドリングストップ

道路交通情報を活用する タイヤの空気圧等確実な点検整備

不要荷物は積載しない 違法駐車厳禁の徹底

2. 総排水量の削減（節水）

古紙梱包時に粉塵防止策として行っている散水の使用量を削減する

全蛇口に節水コマを取り付け使用量を削減する

トイレロータンクの容積を狭小にし使用量を削減する

３． 受託した廃棄物の分別及び収集運搬における環境配慮

① 受託廃棄物の収集運搬に係る軽油使用車両の燃料量及び走行距離の計測

② エコドライブの徹底、効率的なルート設定、車両点検の実施等による燃費向上を図る。

② 基準年から毎年1％燃費（ｋｍ/Ｌ）を増加する

改定日：2020年9月20日

改定日：2020年10月28日

改定日：2021年9月20日

改定日：2022年9月20日

作成者：EA21事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

　　

②

①

④

⑥

⑧

②

③

①

②

③

①

③

⑤

⑦
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5．環境経営目標の実績

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

※備考 ①基準値は2017年9月1日から2021年8月31日までの3年間の平均値を実績値としました。

②目標値は基準値から毎年１％削減目標、燃費効率は１％増加目標とします。

改定日：2020年6月22日 改定日：2021年9月20日

④PRTR制度対象化学物質は使用していないので除外します。 改定日：2020年9月20日 改定日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ２１事務局　村田　実

⑥達成率について〇は100％以上、☓は95％未満、100％未満95％以上は△としました。 承認日：２０２２年１０月３１日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

③電力排出係数はエバーグリーン・リテイリング㈱R2年度実績ｰ調整後排出係数　0.428　kg-CO2/kWhを使用。
基準年度の電力排出係数は、丸紅新電力(株)R2年度実績ｰ調整後排出係数　0.502 kg-CO2/kWhを使用
軽油の排出係数：2.56kg-CO2/L、ガソリンの排出係数：2.32kg-CO2/L

⑤廃棄物の収集運搬における環境配慮について収集運搬車両である塵芥車、キャブオーバの燃費（走行距離/給油量）につ
いて記載（数値が大きいほど燃費効率が良好）

⑦削減目標達成率の計算＝【１＋（目標値－実績値））／目標値)】×１００
　増加目標達成率の計算＝【1＋（実績値ー目標値／目標値】×１００

4,551 4.596
廃棄物の収集運搬にお
ける環境配慮（燃費効
率）

ｋｍ/L 4.462 4.507 4.465 100.9 ○

○ 563.500総排水量の削減 ｍ３ 575 569.250 563.558 101.0 557.750

〇CO2排出量 kg-CO2 1,206,865 1,177,642 1,107,534 106.0

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

そ
の
他

熱供給
（蒸気）

ＭＪ

10,175

403,529
軽油 Ｌ 416,009 411,849 391,660 104.9 〇 407,689

112.8 〇 229,471購入電力量 ｋＷｈ 234,154 231,812
227,129

202,095

ガソリン Ｌ 10,490 10,385

環境への負荷 単位 消費量 消費量

7,926 123.7 〇 10,280

消費量

達成率％ 評価

３％削減目標 実績

達成率％ 評価排出量

（kg-CO2)

売上高・削減目標・換算 752 百万円

１％削減目標値 実績値 達成率％ 評価

２％削減目標 実績

消費量

2024年３％
削減目標

2024年実績

2017年9月から 2021年9月から 2022年9月から 2023年9月から
年度

3年間平均値
を基準値

2022年１％
削減目標

2022年実績
2023年２％

削減目標
2023年実績

2021年8月まで 2022年8月まで 2023年8月まで 2024年8月まで
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6-1．環境経営活動計画の取組結果とその評価

計画作成日：2021/10/1

蛍光灯のスイッチを切替電力を抑制する

機械未使用時は電力をこまめに切る

エアコンの設定温度（適温）を決め、実行する

空室時の灯油ストーブスイッチを切る

室内使用温度を管理し無用な設定にしない

ドア・窓の閉め忘れをせず1時間に1回換気をする。

エコドライブの徹底

運行計画（ルートを含む）の点検見直し

車両点検の徹底

エコドライブの徹底

運行計画（ルートを含む）の点検見直し

車両点検の徹底

分別を徹底し再資源化を図る

使用済み紙を再生紙へリサイクルする

瓶・缶をリサイクルする

古紙梱包時粉塵防止としての散水を低減抑制する

洗車時は垂れ流し等無用な使用はしない

トイレロータンク内を狭小にし流水を抑制する

グリーンマーク商品の購入促進

エコマーク商品カタログの活用

エコマーク商品の購入促進

運行計画の見直し（ルート）

運行計画の見直し（車両）

運転手の配置転換

改定日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ２１事務局：村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理統括委責任者：榊原　広

グ
リ
ー

ン

購
入

グリーン購入の拡大
担当者

各事業所
ＥＡ担当者

事務用品中心のエコマーク商品の購入促進を行って
いる。　⇒購入金額が安価で促進に今一歩となって
いるエコマーク商品カタログにより事務用品以外の
商品購入を促進する必要がある。

受
託
廃
棄

物
へ
の
環

境
配
慮

収集運搬車両の燃費効率
担当者

運行管理者

廃棄物収集運搬車両の軽油給油量及び走行距離を収集し燃
費を計測し増大を徹底する。⇒基準年まで遡ってデータ収
集し燃費を算出を行い比較することにより燃費向上を確認
することができた。

自
社
排

出
廃
棄

物
削
減

自社一般廃棄物の削減
担当者

各事業所
職員

雑物の分別は進んだが、FAX用紙裏面の再利用を行ってい
るが削減が進んでいない。　⇒従業員の分別徹底を図るこ
とはできたが新たな取り組みついて解決策が見いだせず目
標を達成できなかった。

総
排
水

量
削
減

総排水量の削減(上水使用量)
担当者

各事業所
職員

夏季猛暑となり粉塵発生が多く見受けられ散水量が増加し排水量
削減が未達成となった。　⇒洗車時の垂れ流し、トイレロータン
ク内を狭小にし無駄な上水使用を控えることはできたが粉塵への
散水を抑えることはできなかった再検討する。

取組目標 担当者 活動項目 取組結果と評価

二
酸
化
炭
素
削
減

電力使用量の削減
担当者

EA担当者

昨年に比べ気温が上昇し事務所内のエアコン使用日
数が増えた。　⇒エアコン設定温度の管理、エアコ
ン・照明器具の清掃等による電力の軽減ができた。

灯油使用量の削減
担当者

各事業所
職員

事務所内の温度管理は良であるが作業場で暖をとる
ため灯油使用量が増加。　⇒作業所を点検し隙間を
修繕するが未達箇所あり次年度も引き続き修繕を継
続する。

ガソリン使用量の削減
担当者

収集運搬
運転手

運転手に毎日の走行距離、貨物運搬量、運搬時の走
行距離を記録し報告する。遠距離で不採算取引先が
あるため見直しが必要。　⇒運行ルートの見直し、
取引先別の収集運搬原価を積算し見直しを行うも消
費量が未達成となってしまった次年度も見直しを継
続し消費量を削減する。

軽油使用量の削減
担当者

収集運搬
運転手
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6-2．環境経営活動計画の次年度の取組内容

計画作成日：2021/10/1

活動項目

蛍光灯のスイッチを切替電力を抑制する

機械未使用時は電力をこまめに切る

エアコンの設定温度（適温）を決め、実行する

空室時の灯油ストーブスイッチを切る

室内使用温度を管理し無用な設定にしない

ドア・窓の閉め忘れをせず1時間に1回換気をする。

エコドライブの徹底

運行計画（ルートを含む）の点検見直し

車両点検の徹底

エコドライブの徹底

運行計画（ルートを含む）の点検見直し

車両点検の徹底

分別を徹底し再資源化を図る

使用済み紙を再生紙へリサイクルする

瓶・缶をリサイクルする

古紙梱包時粉塵防止としての散水を低減抑制する

洗車時は垂れ流し等無用な使用はしない

トイレロータンク内を狭小にし流水を抑制する

グリーンマーク商品の購入促進

エコマーク商品カタログの活用

エコマーク商品の購入促進

エコドライブの徹底

効率的なルート設定

車両点検実施

改定日：2022年9月20日

作成者：ＥＡ２１事務局：村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理統括委責任者：榊原　広

（７月教育訓練）

グ
リ
ー

ン
購
入

グリーン購入の拡大
担当者

各事業所
ＥＡ担当者

受
託
廃
棄

物
へ
の
環

境
配
慮

収集運搬車両の燃費効率
担当者

運行管理者

自
社
排

出
廃
棄

物
削
減

自社一般廃棄物の削減
担当者

各事業所
職員 （７月研修）

総
排
水

量
削
減

総排水量の削減(上水使用量)
担当者

各事業所
職員

取組目標 担当者

実施期間 上期 下期

2021年9月～ 2021年9月～ 2022年3月～

2022年8月迄 2022年2月迄 2022年8月迄

二
酸
化
炭
素
削
減

電力使用量の削減
担当者

EA担当者

灯油使用量の削減
担当者

各事業所
職員

ガソリン使用量の削減
担当者

収集運搬
運転手

軽油使用量の削減
担当者

収集運搬
運転手
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7-1.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

収集運搬業 2年を超えない期間内の更新 取得許可一覧表

収集運搬許可基準

事業範囲の変更､廃止､住所等変更 10日以内

帳簿を備え記載する

翌月10日迄

5年を超えない期間内の更新 取得許可一覧表

（特別管理産業廃棄物を含む） 取得許可一覧表

収集運搬業許可基準 5年以内

感染性廃棄物の適正処理 5年以内

管理票の管理 90日以内5年間

車体の表示と書面の備え付け

帳簿の整備

自治体の長に報告（各条例） 毎年6月30日

廃棄物再生事業者(法第20条の2) 各都道府県知事登録

再商品化の基準､認定 引渡､収集､再商品化の料金支払協力

無免許運転の禁止

5台以上

安全運転管理者補設置20台以上

死傷又は損壊時の救護及び通報

酒気帯び者にさせない､しない

過労運転させない

制限速度遵守

過積載運転指示禁止

国土交通大臣(各整備局長)許可

有効な車検証の携行(有効期間)

令で定める技術上の基準遵守 3年に1回

14日以内

榊原康郎
14日以内

榊原康郎
毎月1回開催

作成日：2022年9月30日

作成者：ＥＡ21事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

安全衛生委員会

従業員50人以上の事業所に必要 榊原　広 適合

安全委員会衛生委員会併設の場合それぞれに代えて
設置

榊原康郎 榊原　広 適合

労働安全衛生法

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転資格 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習：最大荷重1t以上 榊原　広 適合

安全管理者
従業員50人以上の特定事業所で選任 榊原　広 適合

基準監督署長へ選任報告書提出 榊原　広 適合

衛生管理者
従業員50人以上の事業所で選任 榊原　広 適合

基準監督署長へ選任報告書提出 榊原　広 適合

作業者の資格､技能講習受講 労働安全衛生法第8章免許等 5年以上10年以内 榊原　広 適合

金属くず商 茨城県金属くず取扱業に関する条例施行規則 公安委員会の許可･標識の掲示 榊原　広 適合

消防法・危険物の規制に関する政令

指定可燃物の貯蔵及び取り扱い 紙くず:指定数量1,000kg 許可証、表示板 1999/7/27

消防用設備等 榊原　広 適合

検定対象機械器具等の検定 定期点検実施と記録の保存(消火器･警報機等) 榊原　広 適合

榊原　広 適合

防火対象物を消防署へ届出 所轄消防署への届出(建築物変更･防火管理者) 榊原　広 適合

計量法 計量法施行規則 適正な軽量の実施の確保、経済の発展及び文化の向上 榊原　広 適合

古物営業法 古物商の営業 公安委員会の許可･標識の掲示 榊原　広 適合

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す
る法律

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する
法律施行規則

再資源化事業の取組､認定について
榊原広 適合

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する
法律施行令

使用済小型電子機器等の小型電子機器について
榊原広 適合

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関
する法律

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す
る法律施行規則

第一種特定製品の管理者に対する事項､簡易点検､定
期点検､勧告､報告等 榊原広 適合

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す
る法律施行令

指定製品の管理､報告
榊原広 適合

潮来市条例
潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 廃掃法及び浄化槽法の運用に関し必要な事項を定める 榊原　広 適合

潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 潮来市廃掃に関する条例の施行に関し必要な事項 榊原　広 適合

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則 茨城県廃棄物の適正化に関する条例の必要な事項 榊原　広 適合

茨城県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 廃掃法施行規則に定めるものも他はこの規則による 榊原　広 適合

浄化槽法 公共用水域等の水質の保全のため浄化槽による適正処理 浄化槽管理者は毎年1回浄化槽の保守点検及び清掃 榊原　広 適合

茨城県条例

茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例 廃棄物の適正処理の促進､必要な措置､環境負荷の軽減 榊原　広 適合

道路運送法 旅客･貨物の運送業､自家用車の使用 サービスの円滑確実な提供の促進 榊原　広 適合

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物
質の特定地域における総量の削減等に関する特
別措置法(自動車Nox･PM法)

Nox･PM(浮遊ばいじん)の排出規制 車検証で排出基準への適否を確認 榊原　広 適合

道路運送車両法
自動車の登録 榊原　広 適合

自動車の整備事業 普通・小型･軽自動車の分解整備事業 適合

積載制限遵守 榊原　広 適合

貨物自動車運送事業法 貨物自動車運送事業許可 榊原　広 適合

道路交通法

運転免許証の携帯と有効期限 優良5年通常3年 榊原　広 適合

安全運転管理者 榊原　広 適合

過労運転の禁止 榊原　広 適合

速度遵守 榊原　広 適合

適合

交通事故時の措置違反 榊原　広 適合

酒気帯び運転の禁止 榊原　広 適合

交通安全教育の実施 榊原　広

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル
法）

製造､小売業者の責務(引取義務)
ﾕﾆｯﾄｴｱｺﾝ､CRTﾃﾚﾋﾞ､電気冷蔵庫､電気洗濯機の廃棄
時

榊原　広
適合

榊原　広

榊原　広 適合

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等
に関する法律(容器包装ﾘｻｲｸﾙ法)

分別基準適合物､利用者分別排出 瓶､缶､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等の指定場所への排出
榊原　広

適合
榊原　広

榊原　広 適合

資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイ
クル法）

特定再利用業種､指定再利用促進製品 廃棄時にリサイクルへの協力義務
榊原　広 適合

榊原　広 適合

産業廃棄物

廃掃法施行規則第8条の5事業者の帳簿記載事項等 榊原　広 適合

毎年６月末 榊原　広 適合

写し送付：交付日から90日以内と保管５年間 榊原　広 適合

茨城県廃棄物処理要領第17条運搬車標識の表示等 榊原　広 適合

適合

名義貸しの禁止 廃掃法第7条の5名義貸しの禁止 榊原　広 適合

収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業許可証の確認 榊原　広 適合

特別産業廃棄物収集運搬業許可証の確認

廃掃法第8条の4記録及び閲覧 榊原　広 適合

実績報告（各条例） 毎年６月末 榊原　広 適合

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

廃
掃
法

)

一般廃棄物

一般廃棄物収集運搬業許可証の確認 榊原　広 適合

廃掃法第8条の2許可の基準等 榊原　広 適合

廃掃法第7条の2変更の許可等 榊原　広

榊原　広 適合

廃掃法第14条産業廃棄物処理業 榊原　広 適合

廃掃法第14条の４特別管理産業廃棄物処理業 榊原　広

法規制等の名称 該当する要求事項 遵守基準等
許可・届出日 該当部門

遵守評価欄
選任者 遵守責任者

適合
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7-2.環境関連法規等の違反・訴訟等の有無

作成日：2022月9月20日

作成者：環境管理責任者　榊原　広

改定日：2022年9月20日

承認日：2022年10月31日

承認者：環境統括管理責任者

　　　　代表取締役　榊原　勝男

　当社は過去１年間エコアクション２１を運用しており、定期的にエコアクション２１環境管
理責任者、推進事務局が中心となり、当社に適用される環境関連法規のチェックを行い、現在
及び過去３年間違反等の問題はないことを確認いたしました。
　また、同様に関係機関からの指導、勧告、訴追、及び近隣住民からの指摘、苦情、訴訟もあ
りませんでした。
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8．代表者による全体の評価と見直し

運用評価期間

令和03年09月01日から令和04年08月31日

１．

２．

３． 環境活動計画の実施状況については概ね実施された。

４． 外部からの苦情の有無について問題はなかった。

５． 問題点の是正・予防措置の状況について是正・処置を行った。

６． 外部審査（及び内部監査）の指摘事項の是正について是正された。

改定日：2020年6月22日

改定日：2020年9月30日

改定日：2021年9月20日

承認日：2021年10月31日

改訂日：2022年9月20日

作成者：EA21事務局　村田　実

承認日：2022年10月31日

承認者：環境管理責任者　榊原　広

環境関連法規制等・遵守状況のチェック結果については計量法等を含め一部見直しが
必要である。

環境目標の達成度について、軽油・電力・ガソリン・上水については今期は目標を達
成することができた。今後も目標達成を継続できるよう努力すること。
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